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　外壁タイルの剥離は、経年劣化なのか瑕疵なのか―マンション売買契約で外壁タイルの保証期間は２年と

アフターサービス基準に記載されており、２年を経過したマンションは瑕疵担保責任が問えません。では、

５年を経過したマンションで外壁タイルの剥離が発見されたら保証してもらえないのでしょうか。九鬼正光

弁護士は４月９日に開かれた集改センターのスキルアップセミナーで、最近の裁判事例をもとに、こうした

問題を解説しました。

　 こ の 問 題 は、 建 物 の
LC（ライフサイクル）評
価が決めての要素となり
ま す。LC 評 価 で は、 ５
年で３％以内の剥離なら
施工は適正で法的責任は
問えませんが、３％以上
なら「不法行為責任」が

問えることになります。
　設計者、工事監理者、施工業者の第三者責任（不
法行為責任）は、平成 19 年７月６日の最高裁の判
決で認められ、設計監理者の責任がクローズアップ
されてきました。さらに昨年７月 21 日の最高裁判
決では、「放置するといずれは居住者等の生命、身
体又は財産に対する危険が現実化することになる
場合には、当該瑕疵は、建物としての基本的な安
全性を損なう瑕疵に該当する」とし、現在におい
てリーディングケースになっています。
　また、九鬼弁護士は自らたずさわった分譲マン
ションの外壁タイル剥離事件を例に挙げて解説し
ました。そのケースでは、施工会社が伸縮目地を
入れ忘れたのが剥離の原因でしたが、施工会社が
すでに倒産していたため、売主と設計事務所が責
任を追及されました。

　裁判所は、伸縮目地が設計仕様書に記載されて
おり、これを怠ったとして設計事務所に設計監理
の注意義務違反を認める判決を下しました。
　このケースでは、民法による売買と請負に関す
る瑕疵担保責任。宅建業法による瑕疵担保の任意
規定が問題になりましたが、任意規定は民法より
優先します。
　裁判所では、伸縮目地は標準仕様書（JASS19）
および設計仕様書にも定めがあるため、「明らかに
配慮すべき注意義務を怠った」とし、設計・監理を
担当した設計事務所の責任を認めました。売主に
ついては、最高裁の判断が売主にも及ぶのかという
議論はありましたが、売主の法的責任には触れず、
道義的観点から解決金の支払いを求め、売主も受
諾しました。

外壁タイルのはく離　
３％以上なら「不法行為責任」も

九鬼正光弁護士

外壁タイルは剥離が大きな問題
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　集改センターの松山功代表理事が塾長を務める
私塾「集改塾」が４月から開講しました。同塾は、
大規模修繕（改修）工事に従事する賛助会の社員（主
に現場代理人や営業担当者）を対象に、専門知識・
技術の向上を目指した勉強会を定期的に行い、同
業者との意見交換や情報交換の場とし、改修工事業
の次世代を担う社員のスキルアップを目指します。
松山代表理事による「開講の趣旨」は次のとおり
です。
　　　　　　　　　　◇
　集改センターの定款の中にも社会貢献の一環と
して「人材育成」を掲げています。集改センター
は昨年、創立 10 周年を迎えましたが、改めて過去
10 年間を振り返っても「人材育成」については十
分な活動をやれていなかったと思います。
　サービスを提供する側の質を向上するのもＮＰ
Ｏの大事な役目です。
　そこで設立時の原点に返り、技術の向上、人材
育成に力を入れることにしました。
　まずは改修工事業者にとって役に立つ塾を目指
して若い人たちの勉強会から始めます。技術面だけ
でなく、サービスやソフト面にも踏み込みたいとこ
ろです。つまり、住民への接し方とかは個人レベ
ルの経験はあるでしょうが、ここに集まってそれ
を皆が話し合ったら新しい発見があると思います。
　塾とは言っても、講師の先生がいて、生徒たちが
黒板を見て勉強するというイメージではありませ
ん。当面は私が司会役になり、改修に関するさま
ざまな問題点、課題を参加者で話し合うというよ
うなスタイルを考えています。そうして半年、１
年と進めるうちに新しい展開が見え、外部講師を
招くということも考えていきたいと思います。

  第１回目は 21 人が参加

　第 1 回目は 4 月 9 日開かれ、賛助会員 8 社から
21 名（平成生まれ～昭和 30 年代生まれ）が参加し
ました。
　まず松山代表理事が集改センター設立から塾開
設に至る思いを話したあと、出席者全員が自己紹
介。後半では、日々の業務でのそれぞれの体験談
などを話し合いました。
　出席者のアンケートでは「同業他社との人間関
係を期待しています」「改修工事危険予知ミーティ
ング（職人が行う KY ミーティングのような）全員
が発言できるコーナーもあれば良い」「改修工事の
現場代理人や営業担当者は、未熟者が多く悩みも
多いので、集改塾という新しい発想・企画に大い
に期待します」などの感想がよせられました。
　松山代表理事は「当分は手探りの状態ですが、日
頃は会えないような人々の集まりの場であり、これ
からも多くの人が参加者していただくことを願っ
ている」と語りました。

「集改塾」が開講
松山 功・集改センター代表理事の私塾

第１回集改塾のミーティング風景

改修技術の向上と若手技術者の育成へ

松山功代表理事
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■ごあいさつ

　集改センターでは、
今期からの新しい試み
として女子部会を発足
しました。
　そしてこのたび、女
子 部 会 会 長 を 仰 せ つ
かりました浅野容子で
す。今回は、会員の皆
様に女子部会の紹介を
させていただきます。

　　　　　　　　　　　◇
　近年女性の活躍が増えてきましたが、まだまだ組
織の中では女性会員は人数が少なく、どうしても
埋もれてしまいがちです。集改センターの会員構成
も業界的に男性が多く、男性中心となっています。
　そこで、松山代表からの期待を胸に、女子力を
発揮すべく女子部会を発足しました。
　何が出来るか分かりませんが、女性ならではの
行動力・気遣い・丁寧さ・ずうずうしさを生かして、
新しい活動をして行けたらと思っています。
　そして早速、第１回女子部会が、１月 28 日の互
礼会終了後に開催されました。

　そこで改めて、女子部会の目的を「事業部会と
は一線を画し、20 代から 50 代と幅広い層のいろい
ろな職種の女性たちが、自由な発想のもとで、な
ごやかでたおやか活動を目指していくこと」とし、
会長浅野の他、副会長に竹内伸子さんが任命され
ました。
　その他、今後の活動内容などが話し合われまし
た。
　女子部会メンバーは、集改センターの他の事業
部に参加されている方が多いし、自身の職種も様々
です。そんな色んな活動の中からそれぞれ思った
こと、ひらめいたことを持ち寄り、ワイワイ、ガ
ヤガヤ、楽しく進めて行くつもりです。
　会議は２ヶ月ごとに開催されます。女子目線で
どんどん新しい情報を発信していきますので、宜
しくお願いします。

  宝塚・サンビオラ夏祭りに出展

　集改センター女子部会では、８月 23 日（土）、
阪急今津線・宝塚南口駅前のショッピングセンター

「サンビオラ」で開催される夏祭りに出展します。
　昨年に続き、今年で２回目で、今回は「建材で
あそぼう工作教室」などを設ける予定です。ふるっ
てご参加ください。

浅野容子女子部会会長

第１回女子部会（1 月 28 日）

第 2 回女子部会（4 月 24 日）

「女子部会」が発足
女子目線で新しい情報を発信



- � -

NPO 集改ニュース2014（平成26）年5月 通巻第42号

スキルアップセミナーの予定
月日 部門 講師 / 進行 内　　容

第 116 回

5 月 14 日

設計監理 阪神輸送機㈱ ■エレベーターの維持保全関西最大手の独立系 EV 保守会社から保守の実際を理解

する。日常のメンテナンス、遠隔リモート点検、緊急対応、地震対策、エレベーター

のリニューアル（更新）、メーカー保守との比較等について徹底研究。

第 117 回

６月４日
６月から
第１水曜

管理運営 枝 俊男

ﾏﾝｼｮﾝ管理士

■複合用途型マンションと団地型マンションの事例研究複合型の管理規約はさま

ざま。作成者は開発事業者かコンサルが多い。団地型は標準管理規約に準拠。作

成者は事業主か管理会社。これらの管理規約と管理の実態等、問題点を議論する。

第 118 回

７月２日

設計監理 上村 允郎

設監事業部

■プレゼン 200 件を超える実績を持つコンサルによる実践及び資料等に学ぶ。本

年２月に実施したプレゼン研修をさらに、コンサルのプレゼンに特化した内容を

理解する。

第 119 回

８月６日

管理運営 木村 長敏

ﾏﾝｼｮﾝ管理士

■モンスタークレーマーは排除するに限るか？理事会批判、騒音ｸﾚｰﾑ、管理費滞

納等々。ｸﾚｰﾏｰ事例と対応方法。成功例、失敗例。ｸﾚｰﾏｰの累計論とその対策分類等。

第 120 回

９月３日

設計監理 江川秀樹

建築士

■大規模修繕請負工事の受注アップに向けて大規模修繕 管理チェックリスト（50

ページ強の某社サンプル）に学び、企業の総合力・受注力アップにつなげる。

入会のご案内
■正会員

　マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』やブックレットをお届けし、お得な

マンション情報やセミナー等をご案内します。

 ・入会金 6000 円　会費 1500 円 / 月

■顧問契約会員

　マンション管理組合が対象です。マンション管理士や

建築士等の専門家が顧問に就任し、管理組合をサポー

トします。『集改ニュース』を全戸分送付、セミナー等

にご優待、その他オプションで広報チラシ作成、HP 作

成等議事録テープ起こし等のご相談もお受けします。

 ・入会金、会費等はマンションの戸数によって異なりま

す。本部事務局（06-6943-8383）へお問い合わせく

ださい。

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改
センター）は、建物の大規模修繕・改修工事な
どのハード面、及び日頃の管理組合運営に関す
るソフト面の両面から、マンションにお住まい
の方々を支援する専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 75 名

■ＮＰＯ法人認証
　平成 15 年 1 月 31 日　 

　（認証番号 府活第 2-290 号）
■一級建築士事務所登録の年月日

　平成 18 年 12 月 1 日
一級建築士事務所番号 大阪府知事登録 ロ - 第 22027 号

集改センターの概要***** ***** ***** *****

　集改センターの第 12 回通常総会は５月 28 日
（水）、大阪市中央区の大阪府建築健保会館で開催し
ます。総会後に催される懇親会は、会員以外の人で
も参加できます。マンション管理組合の皆様など、
多くのご参加をお待ちしています。

【会場】大阪市中央区和泉町２－１－ 11、大阪府建
築健保会館（電話 06-6942-3621）５階・６階
地下鉄谷町線・中央線「谷町４丁目」下車、西２筋・
南２筋・徒歩５分

【スケジュール】
◇ 2014 年５月 28 日 13:00 受け付け開始（５階）
◇ 13:30 ～ 15:30 第 12 回通常総会
◇ 16:00 ～17:30 懇親会（６階ホール）会費3,000 円

【申し込み・問い合わせ先】本部事務局（電話06-6943-8383）

５月28日（水）に
第12回総会を開催します。


